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まとめと考察 

 

本研究で明らかになった移民の児童・保護者の特徴を以下にまとめる。 

 

児童の特徴（2章参照） 

1. 体育の単元では水泳（水遊び・水泳運動）を好む児童が特に多い 

水泳やボールを使用する単元を好む児童が多い一方で、器械運動の単元では、日本人に比べて「好

き」と回答する割合が低い。 

2. 運動・スポーツの習いごとをしている児童は少なく、スポーツや体を動かす遊びの時間をみると

長時間層が少ない 

運動・スポーツの習いごとをしている割合は 36.8%で、日本人児童に比べて約 20 ポイント低い。週あた

りのスポーツや運動遊びの時間をみると、1～420 分未満（1 日平均 1 時間未満）の児童が 50.0%と多く、1

日平均 3時間以上の児童は 7.7%で、日本人の 3分の 1程度である。 

3. 学校でスポーツや運動遊びをしている児童が少ない 

校内でスポーツや運動遊びをしている児童の割合は、日本人児童が 90.0%であるのに対して、移民は

70.4%であった。特に高学年では差が顕著である。 

また、ドッジボールやおにごっこは属性による実施率の差が大きく、ドッジボールでは最も実施率の高

い日本人男子で 81.5%であるのに対して、移民女子は 35.0%であった。同様に、おにごっこでは日本人女

子 73.2%、移民男子では 47.1%であった。 

4. 図書館や家族の勤め先で遊ぶ児童が多い 

日本人児童と同様に、自分の家や公園で遊ぶ児童が多い。加えて、図書館は 53.7%、家族の勤め先は

38.9%と、日本人児童に比べてその割合が高い。 

 

保護者の特徴（3章参照） 

1. 子どものスポーツに対する期待は高い 

約 9 割が子どもにスポーツを習わせたいと考えている。スポーツを通じた多様な人びととの交流や、選

手としての活躍への期待も、日本人の保護者に比べて高い。 

2. 一方で、スポーツの習いごとに関する情報は不足している 

「どこでスポーツを習えるのかわからない」は日本人 25.6%に対して移民は 51.5%と、大きな差がみられ

た。また、スポーツにおいて「子ども同士のコミュニケーションが難しい」と考える親も 42.4%と、日本人に比

べて高かった。 

3. 子どもの運動能力に対する認知度は低い 

特に「投げる力（ソフトボール投げの記録など）」や「持久力（シャトルランの記録など）」を把握している

保護者は、日本人に比べて少ない。 

 

体力テストの特徴（4～5章参照） 

1. 日本人に比べて平均値の低い項目がみられる 

反復横跳び、シャトルラン、50m走の 3種目において、日本人との間に有意な差がみられた。 
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２. 総合評価でも日本人に比べて低い傾向にある 

体力テストの総合得点が「C 以上」であった割合をみると、日本人 62.0%、移民 49.1%で、移民のほうが

10ポイント以上低かった。E評価は日本人 12.1%、移民 23.6%であった。 

 

３. 先生や友だちからほめられる経験との関連がみられる 

運動有能感をたずねた項目のうち、「受容感」（「先生が励ましてくれる」「友だちが励ましてくれる」）の得

点群別に体力テストの総合得点が「C 以上」であった割合を比較すると、日本人に比べて低得点群と高得

点群の差が大きい傾向が確認された。 

 

以上が本調査における主な結果のまとめである。A 小学校では教員が日々、日本語が通じない子ども

を含めた指導や学級運営に尽力し、移民の少ない学校では発生しない特別な対応も多く抱えている。A

小学校には通訳の派遣も行われているものの、すべての授業に随行するわけではなく、保護者対応にお

いては子ども以上に日本語で十分にコミュニケーションが取れないケースが多い。このような日々の課題

は、基本的に各教員の個別対応に依存しているのが現状である。体育やスポーツのみならず、移民の児

童を取り巻く学校教育や生活環境全体での対策が求められる。 

ここからは、移民の児童・保護者に対する包括的な支援の充実を前提に、子どもの運動・スポーツにお

ける課題に焦点を当てたい。現在の学校体育や校内の活動の限界を認識し、教員の個別対応にとどまら

ない俯瞰的な視点から、課題解決に向けた方向性を考えたい。 

 

１． 子どもたちの健康を維持する―移民を支援する視点から 

近年、諸外国では子どもの健康的な生活習慣の形成に資するガイドラインが設けられ、身体活動量の

基準が示されている。身体活動量とは、外遊びや運動・スポーツを含め、日常生活の中で子どもたちがど

れくらい身体を動かしているか、その時間や強度を示す指標である。適切な身体活動量を保つことは、子

どもの心身の健康維持において重要とされる。今回の調査結果からは、移民の子どもたちは普段の遊び

や習いごとで身体を動かす機会が日本人に比べて少なく、学校体育が貴重な運動の時間となっている様

子がうかがえる。そのため、健康維持の観点からは、移民の児童には外遊びやスポーツを通して身体を動

かす機会をさらに増やすことが望まれる。 

第一に、体力が低い層への重点的な支援が求められる。調査結果からは、体力テストの総合評価が C

以上の児童も半数近くいる一方で、体力テストに不慣れな点を考慮してもなお、特に体力が低く不利な状

況にある児童が一定数みられる可能性が示唆された。こうした児童には、生活面を含む包括的な支援を

前提に、健康状態を把握しながら身体活動量にも配慮する必要がある。 

第二に、習いごとや遊び場所に関する情報提供が必要である。保護者を対象にした別の調査では、地

域に密着したクラブチームが見つけづらく、情報が得られずに苦労する保護者の姿が明らかにされている

が、本調査からは移民の保護者にとってこの問題がさらに大きな課題となっている状況が浮かび上がった。

習いごとについては、経済状況や家庭の方針によって参加が難しい場合も考えられるが、積極的に運動

やスポーツに取り組みたいと思う子どもに機会を提供できるように情報の整理や発信が求められる。 
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2． スポーツを通じた共生を目指す―子どもたちの多様性を活かす視点から 

移民の子どもたちに関しては、文章の読解や言葉のコミュニケーションを多用する教科に比べ、体育で

は問題が生じにくいと認識される傾向がある。そもそも、スポーツは国境を越えた共生の手段として広く認

識され、国際交流を目的として諸外国の伝統的な運動遊びや種目を取り入れたイベントは各地で開催さ

れている。しかし調査結果からは、日常の運動やスポーツの場において、異なる背景をもつ子どもたちが

交わる機会が限られている状況が示唆される。このようなギャップを埋めるために、子どもたちが日常のス

ポーツを通じて言語の壁を越えて交流できる環境が求められる。 

第一に、学校における遊びの多様性を尊重する取り組みが重要である。A 小学校では、外遊びのでき

る休み時間になると、ドッジボールやおにごっこを楽しむ児童が校庭の中心を占める。似た光景は多くの

学校でみられるが、今回の調査結果からは、このような多数派の遊びに参加しているのは日本人児童に

多いことが明らかになった。つまり、校庭では日本人児童のローカルルールが通用しやすい遊びが中心

に展開されている。 

「子どもの遊びやスポーツは言葉を超えている」という捉え方を改め、すべての児童が参加しやすい環

境を整える工夫が必要である。理想的には、日本人と移民の子ども同士のやり取りを通じて新たなルール

や遊び方が生まれることが望ましいが、現状ではそのような状況には至っていない。大人が適度に手助け

をしながら、新しい遊びを取り入れたり、既存の遊びに別のルールを加えたりする工夫が求められる。近年

では子どもの遊びやスポーツの資格保有者が増えており、サポートや見守りの役割が期待される。 

第二に、長期的な視点では、体育の内容や指導方法の再検討が課題としてあげられる。現行の学習指

導要領では、体育科の目標として「体力や技能の程度、年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、運動

やスポーツの特性や魅力を実感したり、運動やスポーツが多様な人々を結び付けたり豊かな人生を送っ

たりする上で重要であることを認識」することが掲げられている。一方で日本の体育では、すべての子ども

が同じ水準に達する指導が重視されてきた。これにより、子どもたちは授業時間内で多種多様な身体活

動や運動を経験できるようになったが、「体育嫌いのスポーツ好き」が生まれやすい状況も指摘されてきた。 

今回の調査結果からも、学校体育が移民児童にとって貴重な運動機会となる正の側面と、言語や文化

の壁を感じさせる負の側面の双方が浮かび上がった。また、近年はマイノリティの研究が進む中で、体育

そのものの課題がより顕在化している。たとえば LGBTQ+にとっても体育は困難を抱えやすい場であり、

専門家からは「体育の目的の再考」が提言されている。本研究でも速報版の公開以降、「自分の地域でも

移民児童が多く、対応に悩んでいる」という声が寄せられている。 

このような現状を踏まえ、現行の体育が抱える課題を整理し、多様な背景をもつ子どもたちが安心して

参加できる環境づくりが求められる。指導要領で示された理念を現実のものとするには、技能の習得にと

どまらず、子どもたちが互いの特性や背景を尊重しながら楽しめる授業のあり方を模索する必要がある。

移民の児童は支援が必要である一方、複数の言語を話す能力や多様な得意分野など、その強みに着目

し自己肯定感を育むとともに、彼らのもつ文化の社会的価値を高める「ストレングス・アプローチ」も重要で

ある。スポーツは比較的取り組みやすい分野と考えられるものの、体育においてその可能性が十分に検

討されてきたとは言い難い。今後は実践例を蓄積し、将来的には指導要領や子どもの体育・スポーツをめ

ぐる施策へと反映させることが期待される。 
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